
2020年 7月 

文化芸術による共生社会推進事業「ともにアートプロジェクト」 

障がいのある方の表現活動を 

                 ご紹介ください！ 
あなたの働く施設では絵を描く、などの表現活動を取り入れていますか？ 

施設内でだけでなく、ご自宅で作品を作っている障がい者の方は、いらっしゃいますか？ 

「これって作品って呼べるのかな？」「何を表現しているかわからないけど・・・？」そう思うようなものでも、 

ぜひ教えてください。 

 

新潟市では市内の福祉施設等で表現活動をしている障がいがある方の作品を展示し、その活動を広く知っ

ていただくことで、障がいの有無に関わらず多様性を認め合う社会の実現を目指しています。 

今回は、ご紹介いただいた中から数名の方に作品の制作をお願いし、その制作の様子を撮影した動画と作

品を一緒に展示し、市民の皆様からご覧いただく予定です。 

 

 

 

 

 
提出方法  以下の必要事項を記載の上、別紙の作品紹介用の台紙を添付の上 

８月１７日（月）までに、Email、郵送、FAX のいずれかの方法でご提出ください。 

【ご紹介者】保護者・担当者名等：               施設名：               

      ＴＥＬ：                 e-mail：                   

作家名(本名) 

ご紹介いただく方 

 

 
ふりがな 

 

住所 
〒    －                     e-mail： 

新潟市    区                   TEL：  （   ） 

生まれ年 
 

年生まれ 
障がい区分 

身 体 ・ 知 的 ・ 精 神 

その他（          ） 

次頁の 

「いただいた情報の活用方法と個人情報の取扱いについて」 
同意する   ・   同意しない 

 

提出・お問い合わせ先：新潟市芸術文化振興財団（アーツカウンシル新潟）  担当：根木、北沢 

           〒951-8062  新潟市中央区西堀前通六番町 894 番地 1 西堀六番館ビル 5 階 

                      TEL：025-378-4690  FAX：025-378-4663 

           e-mail：artscouncil@niigata.email.ne.jp 

実施者：新潟市（文化創造推進課、障がい福祉課） 協力：新潟市芸術文化振興財団（アーツカウンシル新潟） 

絵画や造形、ダンス等の作品を創り出す活動の

ことです。 

自分では、表現と思っていない作品も、いろい

ろな可能性と魅力を秘めた素敵な作品かもし

れません。 

表現活動って何?？ 
今回は、平面作品（絵画、イラスト、書、写真 等）

を対象とします。 

お気に入りのチラシの切り抜きを貼り付けたも

の、文字が敷き詰められたノート、落書きした雑

誌…などなど。どんなものでも結構です。まずは

ご紹介ください。 

対象となる表現活動 

mailto:artscouncil@niigata.email.ne.jp

